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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
五
年
六

月
九
日

狛
江
市
元
和
泉

二
丁
目
三
千
七

十
三
番
二
十
二

の
一
部
、
同
番

二
十
二
地
先
並

延
長一

二
・
五
五

幅
員

四
・
〇
〇

び
に
同
番
二
十

三
、
三
千
八
十

六
番
二
及
び
同

番
五
の
各
一
部

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
荒
川
区
荒
川
一

丁
目
地
内
）

（
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
東
京
都
環
境
局
環
境
改

善
部
化
学
物
質
対
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
三
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
及
び
指

定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
等

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
二
百
二
十
二
号
）
第

六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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令
和
五
年
六
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
四
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指

定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
二
十
一
条
の

五
の
二
十
五
及
び
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児

入
所
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第

二
百
二
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第

十
三
条
第
一
項
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

家
畜
伝
染
病
の
種
類

ヨ
ー
ネ
病

二

家
畜
の
種
類

山
羊

三

患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
区
分

患
畜

四

発
生
頭
数

一
頭

五

発
生
場
所

羽
村
市

六

発
生
年
月
日

令
和
五
年
六
月
十
三
日

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
六
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
東
京
港
海
岸
に
係
る
次
に
掲
げ
る
区
域
を
海
岸
保
全

区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

な
お
、
こ
の
関
係
図
書
は
、
東
京
都
港
湾
局
港
湾
経
営
部
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

海
岸
名

（
沿
岸
）
東
京
湾
（
海
岸
）
東
京
港

（
地
区
海
岸
）
江
東
地
区
（
地
先
海
岸
）
新
砂

二

区
域

基
点
一
か
ら
基
点
二
十
五
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び

基
点
二
十
五
と
基
点
一
と
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た

区
域

基
点
一

江
東
区
新
木
場
四
丁
目
新
木
場
緑
道
公
園
内
の
基

準
点
（
北
緯
三
十
五
度
三
十
八
分
四
十
二
・
六
七

三
六
秒
、
東
経
百
三
十
九
度
五
十
分
二
十
七
・
五

四
六
二
秒
）
か
ら
真
北
三
百
四
十
九
度
四
十
分
十

秒
千
二
百
十
八
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点
（
北
緯

三
十
五
度
三
十
九
分
二
十
一
・
五
八
六
八
四
秒
、

東
経
百
三
十
九
度
五
十
分
十
八
・
八
五
九
〇
九

秒
）

基
点
二

基
点
一
か
ら
百
八
十
三
度
五
十
八
分
十
五
秒
百
十

一
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
二
百
六
十
八
度
十
分
〇
秒
五
百
三
十

九
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
二
百
九
十
九
度
三
十
九
分
五
十
九
秒

百
四
十
二
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
四
度
五
分
五
十
九
秒
七
十
九
・
八
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
六

基
点
五
か
ら
二
百
六
十
三
度
四
十
二
分
五
十
九
秒

二
百
五
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
七

基
点
六
か
ら
三
百
十
三
度
八
分
三
十
三
秒
四
十
六

・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
八

基
点
七
か
ら
三
百
五
十
七
度
五
十
六
分
〇
秒
六
百

三
十
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
九

基
点
八
か
ら
三
十
八
度
四
十
九
分
三
十
二
秒
三
十

・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
十

基
点
九
か
ら
八
十
五
度
五
分
四
十
六
秒
百
二
十
九

・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
十
一

基
点
十
か
ら
三
百
五
十
四
度
四
十
一
分
十
二
秒
二

百
十
五
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
十
二

基
点
十
一
か
ら
二
百
四
十
二
度
五
十
五
分
九
秒
百

三
十
七
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
十
三

基
点
十
二
か
ら
一
度
十
七
分
十
五
秒
三
十
四
・
〇

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
十
四

基
点
十
三
か
ら
六
十
二
度
五
十
五
分
八
秒
百
八
十

一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
十
五

基
点
十
四
か
ら
百
七
十
四
度
四
十
一
分
十
六
秒
三

百
十
六
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
十
六

基
点
十
五
か
ら
二
百
六
十
五
度
五
分
四
十
八
秒
百

四
十
六
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
十
七

基
点
十
六
か
ら
百
七
十
七
度
五
十
六
分
〇
秒
五
百

八
十
三
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
十
八

基
点
十
七
か
ら
百
三
十
三
度
九
分
三
秒
三
・
三
一

メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
十
九

基
点
十
八
か
ら
八
十
三
度
四
十
二
分
五
十
九
秒
二

百
五
十
七
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
十

基
点
十
九
か
ら
百
八
十
四
度
六
分
〇
秒
百
一
・
五

八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
十
一

基
点
二
十
か
ら
百
十
九
度
三
十
九
分
五
十
九
秒
八

十
三
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
十
二

基
点
二
十
一
か
ら
八
十
八
度
十
分
〇
秒
四
百
六
十

二
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
十
三

基
点
二
十
二
か
ら
三
度
五
十
八
分
十
四
秒
九
十
七

・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
十
四

基
点
二
十
三
か
ら
百
六
度
三
十
九
分
三
十
七
秒
二

十
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
二
十
五

基
点
二
十
四
か
ら
百
八
十
三
度
二
十
四
分
五
十
五

秒
三
十
・
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

海
岸
保
全
区
域
略
図

次
図
の
と
お
り



（第17846号）東 京 都 公 報令和5年6月23日（金曜日）５



令和5年6月23日（金曜日）東 京 都 公 報（第17846号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
七
号

令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
六
号
に
よ
り
指
定
し
た
東
京

港
海
岸
保
全
区
域
の
一
部
に
つ
い
て
、
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
協
議
が
成
立
し
た
の
で
、

同
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

海
岸
管
理
者

東
京
港
港
湾
管
理
者
の
長

二

区
域

基
点
一
か
ら
基
点
十
一
ま
で
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
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